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はじめに 

 

 我が国の独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）は，昭和 22 年

（1947 年）に制定された古い歴史を有しています。今日では，競争法（独占禁止法）を有す

る国・地域は 136 か国・地域（2014 年時点）まで拡大し，企業は，国内に限らず海外におい

ても法令の遵守を意識した事業活動が求められるようになっております。 

 

 独占禁止法は，これまで幾多の改正を経てきましたが，近年は強化改正の一途を辿っており，

平成 17 年の改正（平成 18 年１月４日施行）では，課徴金の算定率の引上げとともに，我が

国の法制度に例を見ない，違反を自主報告した企業に対する課徴金減免制度（リニエンシー制

度）の導入，刑事告発事案の調査のための犯則調査権限の導入等，違反の抑止力，執行力の大

幅な強化に向けた改正がなされています。 

 

 さらに平成 21 年の改正（平成 22 年 1 月 1 日施行）では，優越的地位の濫用等一定の不公

正な取引方法や排除型私的独占への課徴金の適用範囲の拡大，違反において主導的な役割を果

たした企業に対する課徴金算定率の割増し，不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引上げ等

更なる強化改正が行われています。 

 

 経済の活力は，事業者間の公正で自由な活発な競争により生まれます。 

 独占禁止法は，そのために市場におけるプレイヤーである事業者に対し，「公正で自由な競

争」の機能を発揮させ，それにより事業者自身の利益の向上はもとより，消費者の利益も確保

し，もって我が国の国民経済全体の健全な発達を図ることを目的とした法律です。 

 

 企業の経営戦略として独占禁止法を遵守し，公正で自由な競争を基本として事業活動を行え

ば，企業経営の効率化が図られ，競争力も高まってきます。その意味で，独占禁止法は企業活

動の中で活用できる法律でもあるのです。どのような行為が独占禁止法に違反するのか，何を

してはいけないのか，それさえ理解していれば，独占禁止法は企業が事業を行っていく上で非

常に役立つのです。 

 

 独占禁止法は，企業活動の基本的なルールを定めた法律であり，会社の規模や業種のいかん

を問わず，すべての企業等に適用されますので，企業にとっては極めて関係の深い法律になり

ます。 

 独占禁止法違反で摘発されてから慌てて対応するのではなく，違反行為を未然に防止するこ

とが何よりも重要です。こうした観点からも，この法律の趣旨や内容をよく理解しておくこと

が大切でしょう。 

 


